
令和４年 銚子海上保安部（勝浦海上保安署含む）管内における船舶海難事故分析

令和４年における銚子海上保安部（勝浦海上保安署管轄内含む）管内の船舶海難事
故は１４隻で、船種別は、プレジャーボート（９隻：６４％）、漁船（４隻：２９％）、貨物船（１
隻：７％）で発生している。
事故内訳は、運航不能（６隻：４３％）、衝突（４隻：２９％）、乗揚（２隻：１４％）、浸水・単
独衝突（各１隻：各７％）となっている。
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令和４ 銚子海上保安部（勝浦海上保安署含む）管内における船舶海難事故（運航不能）

運航不能原因は、機関故障・操船技能不足（各２隻：各３３％）、無人漂流・推進器障
害（各１隻：各１７％）、船種は、プレジャーボート（５隻：８３％）、漁船（１隻：１７％）で、
プレジャーボートの運航不能原因は操船技能不足・機関故障（各２隻：各４０％）、推進
器障害（１隻：２０％）である。
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令和４ 銚子海上保安部（勝浦海上保安署含む）管内における船舶海難事故（衝突）

衝突原因は、見張り不十分（４隻：１００％）で、船種は、プレジャーボート（２隻：５
０％）、漁船・貨物船（各１隻：各２５％）である。
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令和４ 銚子海上保安部（勝浦海上保安署含む）管内における船舶海難事故（月、警報）

船舶海難の発生月は、１月、７月、８月（各々３隻：各々２２％）で多く発生している。
海上警報/注意報の状況は、警報・注意報なし（８隻：５７％）で多く発生している。

・定期的な点検整備、発航前の点検を実施して下さい。
・漁労・航行時を含め、船に乗船したら救命胴衣を着用して下さい。
・ 「海上警報・注意報発表なし」で、海難事故が多く発生しています。漁労・航行時を
含め、適切な見張り、早めの回避行動を実施して下さい。
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